
船舶事故調査報告書 

令和３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１１月６日 ２２時００分ごろ 

発生場所 大分県佐伯市佐伯港内検疫錨地 

 トオドオ鼻灯台から真方位０６７°１,５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５９.２′ 東経１３１°５６.４′） 

事故の概要 貨物船こうゆうは、錨泊中、また、漁船旭
あさひ

丸は、西進中、錨泊中

の貨物船こうゆうに衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 こうゆう、２２６トン 

   １４２１６６、こうゆう海運株式会社 

Ｂ 漁船 旭丸、４.９トン 

   ＯＴ３－８９５０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 船首上部に破損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、佐伯港内の検疫錨地に錨泊中

を示す法定灯火を表示し、船首を南南西方へ向けて錨泊中、その左舷

船尾部にＢ船の船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、水揚げのために佐伯市の市場岸

壁へ向けて西進中、船長Ｂが、前路に停泊中のＡ船を認めたものの、

自動操舵として操舵室の船尾側で漁獲物の選別作業を行っていたとこ

ろ、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船に接近するまでまだ時間があると思っていた。 

分析  Ａ船は法定灯火を表示して検疫錨地に錨泊中、Ｂ船がＡ船に衝突し

たものと推定される。 

Ｂ船は、自動操舵で西進中、船長Ｂが、前路で停泊中のＡ船に接近

するまでまだ時間があると思い、操舵室の船尾側で漁獲物の選別作業

を続けたことから、Ａ船と衝突したものと推定される。 

原因  本事故は、夜間、Ｂ船が自動操舵で西進中、船長Ｂが、前路で停泊

中のＡ船に接近するまでまだ時間があると思い、操舵室の船尾側で漁

獲物の選別作業を続けたため、法定灯火を表示して検疫錨地に錨泊し

  



ていたＡ船に衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、漁獲物の選別作業などを行わず、周囲の他船との関係

が把握できるよう、見張りを行いながら操船に集中すること。 

 


